
 

 

 

 

令和８年度 事業計画の概要  

 

実施事項 

 

１ 安全衛生関係技能講習、教育等の実施 

  令和 8 年度は年間 94 回の講習を計画 

（１）千葉労働局長の登録教習機関として労働安全衛生法に基づき主に労働衛生分野の 

技能講習及び安全教育を開催している。令和８年度は令和７年度比 1 減の 94 回の 

講習を計画する。 

（２）業種ごと、団体ごと、地域ごとに受講案内の送付又は直接訪問により講習の周知 

及び必要な受講勧奨に努める。 

 

２ 労務管理・労働相談センター｟（旧）労働問題相談センター｠の開設 

各地区協会に労務管理・労働相談センターを開設 

（１）令和 8 年度も地区協会に労務管理・労働相談センターを 8 か所開設し、働き方 

改革の推進、労働環境の改善など労務管理に係る様々な労働問題について、専門ス 

タッフによる個別無料相談を実施する。   

（２）令和８年度からは広報誌「千葉労基連」に「労務管理・労働相談センター情報」 

コーナーを設けて、各労務管理・労働相談センターに寄せられた相談事例から主要 

な事案を紹介する。これをもって他の会員企業の労務管理の参考にもなるとともに、 

センターの PR 効果を図る 

                 

３ 千葉県産業安全衛生会議の円滑な運営 

千葉県産業安全衛生大会の開催 千葉労働局合同パトロールの実施 

年末年始無災害運動の推進 

（１）千葉県産業安全衛生大会の開催 

① 令和８年 10 月 23 日(金)に千葉市文化センターアートホールにて開催予定。 

② 表彰式、大会宣言の他、特別講演として高荷智也氏を予定。                           

（２）令和８年度も 7 月の全国安全週間、12 月の年末年始無災害運動期間に合わせて 

千葉労働局長の安全パトロールに参加する。 

（３）年末年始無災害運動を捉えて広報用ちらし、ポスター及び実施要領を配布して構 

成員の他、地区協会、各労働基準監督署とも連携して周知を行う。 

     



 

 

４ 千葉県衛生管理者協議会の運営 

例会（研修会）を年間 2 回開催 

令和８年度は 9 月 28 日(月)及び令和 9 年 3 月 5 日(金)に例会（研修会）を開催予定。

9 月の例会では 10 月 1 日からの全国衛生週間の実施要綱の詳細説明。3 月の例会では

翌年度の労働衛生分野に係る行政の運営方針を詳細に説明してもらう等、目的を捉え

て開催日を決定することにより意義のある例会を目指す。 

また、衛生管理者が最新の知見や情報を収集できる場は少ないことから、当例会に

おいては常に最新の情報を提供することを心掛けている。その意味からも毎回、千葉

労働局から健康安全課長に出席していただき講演をお願いする。 

 

５ 全国労働基準関係団体連合会(全基連)千葉県支部事業の実施 

個人事業者等の安全衛生確保支援事業 外国人技能実習制度関係者養成講習の開催 

（１）個人事業者等の安全衛生確保支援事業 

混在作業による労働災害防止措置が義務付けられるすべての業種を対象に改正法 

令の内容を個人事業者や混在作業場所の管理者を含む注文者等に周知し、説明会及 

び現場指導を通じて実践的な安全衛生活動を促進する。   

（２）外国人技能実習制度関係者養成講習事業 

令和８年度は 5 月 26 日(火)から 28 日(木)までの 3 日間、①技能実習責任者 

講習、②技能実習指導員講習及び③生活指導員講習を開催予定。 

 

６ 中央労働災害防止協会(中災防)との連携 

安全衛生相談の開催、研修の共催、無災害記録証の進達 

（１）中小規模事業場安全衛生相談事業 

中小規模事業場の安全衛生水準の向上に寄与するため、電話、メール、来所等に 

よる安全衛生相談を日常的に実施する。 

（２）中災防との共催にて令和８年度は以下の研修を開催予定。   

①安全衛生スタッフ向けリスクアセスメント実務研修【７月３日(金)】 

②ＫＹＴトレーナー研修会【８月 27 日(木)～28 日(金)、10 月 29 日(木)～30 日(金)】 

③事業場内メンタルヘルス推進担当者養成研修【11 月 26 日(木)～27 日(金)】 

（３）中小企業無災害記録証授与制度      

企業からの申し出に基づき１次審査を行い中災防に進達する。     

 

７ 働き方改革の推進 

過労死等防止対策推進シンポジウム開催への協力 

  11 月に開催予定の厚生労働省主催の過労死等防止対策推進シンポジウムに関して

企画から開催までを協力。  



 

 

８ 各種広報啓発事業  

    ２か月ごとに会報「千葉労基連」を発行 

会報「千葉労基連」では、千葉労働局の編集委員との編集会議をベースとして労働 

局関連の記事及び行事予定の掲載により千葉労働局の施策の周知に努める。また、成 

立した法律や法改正の周知のみではなく、労働政策審議会の情報等、企業が今後取り 

組む労働課題の動向も積極的に紹介する。 

 

９ 令和８年度 総会及び理事会の開催予定（会場はすべてオークラ千葉ホテル） 

第 1 回理事会 令和８年４月 13 日(月)  16:00 開会 

定時総会   令和８年 5 月 25 日(月)  15:00 開会（予定） 

第２回理事会 令和８年 5 月 25 日(月)  総会に準ずる 

第３回理事会 令和９年３月 24 日(水)   9:30 開会 

 
 

            


